
 

岩見沢市へき地保育所条例の一部を改正する条例の概要  

 

第１  改正の趣旨  

  幌達布保育所を廃止するため、所要の規定の整備を行う。  

 

第２  改正の内容  

  別表北村の部幌達布保育所の項を削る。  

 

第３  施行期日  

令和５年４月１日  



 

岩見沢市条例第  ８  号  

 

 岩見沢市へき地保育所条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

 

  令和  ５  年  ３  月２３日  

 

岩見沢市長  松  野    哲    

 

岩見沢市へき地保育所条例の一部を改正する条例  

 

 岩見沢市へき地保育所条例（平成１７年条例第３５号）の一部を次のように

改正する。  

 

 別表北村の部幌達布保育所の項を削る。  

 

   附  則  

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。  


